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食の安全安心確保に係るアクションプラン
Ｈ１７年１月
島 根 県

Ⅰ． 基本的な考え方
基本方針で示した５つの基本的考え方は、次のとおりです。

①消費者の視点に立った安全確保対策の推進
食品の偽装表示、指定外添加物の使用、輸入農産物の残留農薬問題など、消費者の食品に対する不安・不信
が増大しています。食品の安全確保対策は、県民の健康の保護を基本とし、施策の策定にあたっては県民の意
見を聴取し、施策に反映する取り組みを推進します。
②生産から消費に至る安全確保対策の推進
食品の安全性を確保するためには、食品供給行程の各段階で適正な措置が図られている必要があり、関係部
局との連携を一層強化し、生産から消費に至る安全確保対策を推進します。
③科学的評価に基づいた安全確保対策の推進
食品製造工程等における危害分析及び各種検査など、科学的評価に基づいた安全確保対策を推進します。

④自主管理を基本とした施策の推進
、 。食品の安全確保の第一義的責任は事業者にあることから 自主管理の促進に関する助言・支援を推進します

⑤積極的な情報提供と安全安心な食品を選択する消費者の育成
食品衛生に関する正しい知識の普及、食品衛生に関する情報の提供等、食品の安全確保に関して理解を深め
る活動を推進します。

Ⅱ． 策定に当たって
１） アクションプランの性格と役割
このアクションプランは、平成１５年１２月に策定した「食の安全安心確保に係る基本方針」に示した施策の
方向の各論の項目ごとに、今後の食の安全安心に係る本県の具体的な取り組みを示した行動計画です。
なお、この計画期間中、食品の安全確保に関して社会状況の変化や制度改正等があった場合は、必要に応じて
見直しを行います。

２） アクションプランの計画期間
このアクションプランの計画期間は、平成１６年度から平成１９年度までの４年間です。

３） アクションプランの進行管理
このアクションプランの推進に当たっては 「食の安全推進会議」において各種事業の進捗状況並びに目標達、
成度等の進行管理を行います。
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（語句の後にある は、最後に用語の解説あり ）Ⅲ． 施策の推進 １）～３５） 。

〇生産段階での安全確保

、 、 、安全安心な生産物を提供し 県民の食品への信頼を確保するとともに このような取組みを通じ本県農林水産業の振興を図るため
農場等の生産現場における監視・指導、検査を充実強化し、併せて、関係団体等と連携しながら自主管理の促進を図る。

項 目 現 状 と 課 題 施 策 の 方 向 具体的な取り組み 目標値( ) 担当課・室H19
現状値 目標値

１） 【現状】 ・農薬取締法やＪＡＳ法 に基 ①病害虫発生予察や防除 同左 生産振興課１） 立入検査等件
数農作物及び特用林産 ・無登録農薬使用の問題 づき、生産資材の適正使用や 指針の作成等による適

や食品の偽装表示等の 品質表示適正化に向け、指導 期防除指導と、農薬・ １５５ ２２０ 林業課物の安全確保
問題から、消費者の食 の徹底・検査の充実強化を図 肥料販売者及び使用者 件 件
への信頼が揺らいでい りながら、農薬等を減らした への立入検査等によ
ます。 エコロジー農業を推進する。 り、適正な農業生産資
・農薬取締法や肥料取締 材の販売・使用を指導
法の改正により、安全 します。
性に問題のある生産資
材の販売規制が一層厳 ②ＪＡＳ法に基づく食品 指導件 同左
しくなるとともに、使 品質表示の適正化のた 数
用者への罰則が設けら めに、食品表示指導員 ― ２００
ました。 の設置を行います。 件
・ＪＡＳ法に基づく食品
品質表示についての県 ③極力化学肥料や化学農 ｴｺﾌｧｰﾏ 同左

２）の調査の結果、品目及 薬を減じて生産するエ ｰ数
び業種によって表示が コロジー農産物の生産 名 1 , 6 5 0701
不十分なものがありま ・販売が拡大するため 名( )H16.3
す。 に、施設・機械整備等
・減農薬・減化学肥料栽 への支援を行うととも
培農産物等、より安全 に、エコロジー農産物
・安心な農産物に対す のＰＲを強化します。
る消費者の志向が高く
なっています。
【課題】
・農薬や肥料等の生産資
材の適正販売・適正使
用の指導・監督が必要
です。

、・加工食品を中心として
食品品質表示の適正化
が必要です。
・環境保全型農業を進め
るためには、米を中心
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として、県の独自制度
であるエコロジー農産
物推奨制度 により生３）

産される農産物の生産
を拡大する必要があり
ます。
【現状】 ・生産、流通履歴を県民が把握 ①トレーサビリティシス ﾄﾚｰｻﾋﾞ 同左 生産振興課

リ 実施生・消費者にとって農林産 できるトレーサビリティシス テムの導入支援とシス ﾃｨ
物がどのように生産さ テム を確立する。 テム構築のための体制 林業課４） 産者数
れ流通しているか分か 整備への支援を行いま ０ 1 , 7 0 0
らないことから、食品 す。 名
の安全性についての信
頼が揺らいでいます。
【課題】
・農林産物がどのように
して生産され流通する
のか消費者に伝達でき

。るシステムが必要です

項 目 現 状 と 課 題 施 策 の 方 向 具体的な取り組み 目標値( ) 担当課・室H19
現状値 目標値

２） 【現状】 ・家畜伝染病予防法 、 薬 ①家畜伝染病予防法に基 ･ﾌﾞﾙ 同左 畜産振興課８） 結核
検査検体畜産物の安全確保 ・ＢＳＥ や高病原性鳥 事法 （動物用医薬品 、 づく検査を実施し、家 ｾﾗ５） ９） ）

数インフルエンザ 等人 飼料安全法 及びＢＳＥ 畜伝染病の発生を過去６） １０）

4,000 4,000畜共通感染症の発生、 法 等に基づき、生産現 のデータや観察などを１１）

畜産物からの薬剤耐性 場における監視・指導、 もとに予測すること
菌発現問題 など消費 検査を充実強化するとと で、効率的な監視体制 同左７） 防疫演習
者の畜産物に対する信 もに、ＨＡＣＣＰ シス を確立します。また、 年５回 年５回１２）

頼性が揺らいでいます テムの生産現場への普及 発生時の迅速的確な防。
【課題】 定着を図る。 疫体制を確立します。
・人畜共通感染症の発生
予防や畜産物に残留す ②飼料安全法に基づき立 収去検 同左
る有害物質、抗菌性物 入検査、飼料収去、そ 査数
質等に係るモニタリン の他飼料の安全性に係 １４ １４
グ検査 等を充実する る調査を行うととも 検体 検体１３）

必要があります。 に、流通飼料の適正使
・安全な畜産物を生産す 用等の指導を行いま
るため、ＨＡＣＣＰの す。
概念に基づく生産段階 ③生産者へ家畜伝染病予 農家巡 同左
での衛生管理手法の導 防法で規定された「衛 回戸数

2,500 2,500入を推進する必要があ 生管理基準」の遵守を
ります。 指導するとともに、食 戸 戸

中毒や動物由来感染症
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対策を実施します。
・ＪＡＳ法 に基づく品質 ①生産者が取り組む畜産 ･ ﾄﾚｻ 同左 畜産振興課【現状】 １） 豚 卵

・畜産物の安全性を確認 表示の適正化に向けた指 物のトレーサビリティ ﾋﾞﾘﾃｨｼ
をするため、消費から 導を徹底するとともに、 システムの整備を支援 ｽﾃﾑ システ
生産段階の情報が求め 生産・流通履歴を県民が します。 なし ム構築
られています。 把握できるトレーサビリ
・牛肉トレーサビリティ ティシステム を確立す ②牛肉トレーサビリティ ｼｽﾃﾑ 同左４） 検討

会開催回数制度 により牛肉に関 る。なお、牛肉について 制度で伝達される情報１４）

する情報の報告・記帳 は、法に基づく牛肉トレ の精度を高めるため関 年１回 年１回
・伝達が義務化されま ーサビリティ制度の適正 係機関、団体を支援、
した。 な運用を推進する。 指導します。
【課題】
・畜産物の生産から消費 ③牛肉については生産者 同左生産農家情報

掲載数に至までの一体的な生 飼養情報をデータベー HP
産情報伝達システムの ス化し、消費者に提供 ３６件 ２７０
構築が必要です。 するシステムを運用し 件
・牛肉トレーサビリティ ます。
制度により情報が正確
に伝達されるよう生産
者、流通業者及び関係
機関・団体等の円滑な
連携が必要です。

項 目 現 状 と 課 題 施 策 の 方 向 具体的な取り組み 目標値( ) 担当課・室H19
現状値 目標値

【現状】 ・漁獲時や荷揚げ時における水 ①県内主要水揚漁港に海 同左 水産課３） 海水処理施設
整備箇所数水産物の安全確保 ・腸炎ビブリオ菌 、ノ 産物の冷却や殺菌処理水の使 水処理施設「殺菌冷海１５）

ロウイルス 等を原因 用により、水産物の鮮度保持 水供給装置 」を整 １７ ２５１６） １ ７ ）

とする食中毒を防止す と衛生管理を促進する。 備し、鮮度と衛生管理 箇所 箇所
るため、水産物の鮮度 の向上を図ります。
保持・衛生管理対策の ・安全な養殖魚類や貝類を生産
向上が求められていま するため、各種検査の充実を ②水産物卸売市場・荷捌 研修会 同左
す。 図る。 施設等における衛生管 開催回
・養殖魚類や県特産の貝 理研修を実施し、関係 数
類の食品安全性を確保 ・関係者の衛生管理意識の醸成 者のより一層の意識の 年２回 年２回
するため、漁場環境の と、ＪＡＳ法に基づく品質表 向上を図ります。
監視や出荷前の検査を 示の適正化に向けた指導の徹
実施しています。 底を図る。 ③魚貝類養殖における水産 年間養 同左
・産地や名称等、水産物 用医薬品の適正使用に向 殖イワ
に関する表示の適正化 けた指導の徹底や残留医 ガキ検
が求められています。 薬品検査を継続するとと 査回数

もに、貝類養殖における 回 回120 120
【課題】 食中毒原因ウィルス等の
・鮮度保持や衛生管理に 検査充実を図ります。
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関して、漁業者をはじ
めとした関係者のより
一層の意識の向上が必
要です。
・水産物荷捌施設の改善
や管理者の指導及び市
場に流通する食品の検

。査等の充実が必要です
・水域環境の監視や、県
特産品であるイワガキ
について、出荷前のウ
イルス検査や貝毒検査
の徹底に努める必要が
あります。

〇製造･加工段階での安全確保

製造・加工施設の監視･指導を充実強化するとともに、関連業界と連携し、自主管理の促進を図る。

項 目 現 状 と 課 題 施 策 の 方 向 具体的な取り組み 目標値( ) 担当課・室H19
現状値 目標値

【現状】 ・加工食品等による危害発生防 ①毎年策定する食品衛生 年間監 同左 薬事衛生課１）
・過去５年間の年平均食 止、不適食品等の発生防止を 監視指導計画に、基本 視施設製造・加工施設に対
中毒事件数は１２件、 図るため、ＨＡＣＣＰ の 方針の主旨を盛り込 数 健康推進課する監視・指導の充 １２） （製造・

加工・販売施実強化 患者数は２８０人です 考え方を取り入れた監視・指 み、計画的で効果的・。
設含む）その原因施設としては 導を実施し、食品衛生法に基 効率的な監視を行いま

飲食店が多く３６％で づく製造基準及び衛生的措置 す。 15,500、 15,070
病因物質としては細菌 の遵守、表示の適正化を推進
によるものが約半数を する。 ②大規模食品製造・加工
占めています。最近は 施設については、ＨＡ
ノロウイルスによる食 ＣＣＰの概念に基づく
中毒事件が増えていま 衛生管理手法の導入を
す。 指導すると共に製造・
・不適食品の内、県内で 流通状況の実態把握に
製造等されたものは表 努めます。
示違反が多く、次いで
異物混入・腐敗等によ ③集団給食施設及び仕出
るものです。 屋・弁当屋等について
・健康食品に関する誇大 は、大量調理施設衛生
な広告が見受けられま 管理マニュアル に１８）

す。 基づく衛生管理の徹底
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・食品の監視・指導につ を指導します。
いては、平成１５年の
食品衛生法の改正によ ④食品衛生法 ・健康１９）

り、毎年度食品衛生監 増進法 に基づく表２０）

視指導計画を策定し、 示の実施状況及び健康
計画に基づき監視・指 食品の広告について確
導をすることとなりま 認・指導を強化しま
した。 す。
【課題】
・食品の安全確保を図る ⑤食品衛生監視員 専 研修会 同左２１）

ためには、過去の食中 門技術研修会参加を継 回数
毒の発生状況、不適食 続します。 年６回 年６回

、品の状況等を踏まえて
計画的・効率的な監視
指導をする必要があり
ます。
・食品事業者に対し、Ｈ
ＡＣＣＰ の概念に基１２）

づく衛生管理の導入を
推進する必要がありま
す。
・食品衛生法に基づく表
示の確認・指導を強化
する必要があります。
・製造工程等におけるリ
スク評価等ができる専
門的な知識経験を有す
る食品衛生監視員の養
成が必要です。
【現状】 ・食品の製造・加工事業者に対 ①ＪＡＳ法に基づく食品 指導件 同左 生産振興課
・加工食品の品質表示は し、ＪＡＳ法 に基づく品質 品質表示の適正化のた 数１）

個々の品目により違い 表示に関する指導を行い、そ めに、食品表示指導員 ― ２００
があること、販売の形 の適正化を促進し、消費者の の設置を行います。 件２２）

（ ）（ ）態によって違いがある 食品に対する信頼の回復を図 再掲 再掲
などの理由から不十分 る。
な表示があります。
【課題】
・表示不十分な業種を中
心とした加工食品の表
示指導の充実が必要で
す。

項 目 現 状 と 課 題 施 策 の 方 向 具体的な取り組み 目標値( ) 担当課・室H19
現状値 目標値
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○食品等の検査 ・市場に流通する前の水際で不 ○食品等の検査 年間食 同左 薬事衛生課２）
【現状】 適食品等を排除するため、Ｂ ①危害度の高い施設で製 品検査製造・加工段階での

( 製検査の充実強化 ・科学的根拠に基づく食 ＳＥ 検査を含むと畜検査、 造加工された食品を優 件数４）

造・加工・販品衛生行政を進めてい 食品等の検査の充実強化を推 先して検査を実施しま
売段階での検く上において、試験検 進する。 す。
査含む)査の重要性は増してお

1,250 1,250り、平成１０年度から
検査の業務管理（ＧＬ
Ｐ） を導入し、検査２３）

精度の確保を図ってい ②検査精度の維持管理の 研修会 同左
ます。 ため、検査機器の整備 回数
・食品の規格基準や食品 並びに検査担当者の技 年２回 年１回

検査業務の添加物等の収去検査 術研修に努めます。２４） (
一部を外部委等を年間約１，２５０
託するため１件実施しています。
回に減）【課題】

・効率的・効果的な検査
。をする必要があります

・年々進歩する検査技術
等に対応できる検査機
器の整備及び検査担当
者の養成が必要です。

○と畜検査等 ○と畜検査等
【現状】 ①ＢＳＥスクリーニング と畜検 同左
・県内で処理する獣畜は 検査等のと畜検査及び 査件数、
全て食肉衛生検査所で 残留有害物質・抗菌性 全頭検84,797
ＢＳＥ 等の検査をし 物質のモニタリング検 全頭 査５） （ ）
ています。 査を実施し、食肉の安
・食肉中に含まれる残留 全確保を図ります。
有害物質及び抗菌性物
質等のモニタリング検 ②と畜場・食鳥処理場に
査 や、腸管出血性大 ついては、ＨＡＣＣＰ１２）

腸菌Ｏ１５７・サルモ の概念に基づく衛生１２）

ネラ等による枝肉の汚 管理について指導・検
染状況の検査を実施し 証を行い、適正な運用
ています。 と食肉の衛生水準の確
・モニタリング検査等の 保に努めます。
結果は、農林水産部へ
情報提供し、生産者指 ③検査精度向上のため、 研修会 同左
導に利用されています 検査機器の整備並びに 回数。
【課題】 と畜検査員、食鳥検査 年４回 年４回
・今後もＢＳＥスクリー 員の技術研修に努めま
ニング検査等のと畜検 す。
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査等により食肉の安全
確保を図る必要があり
ます。
・年々進歩する検査技術
等に対応できる検査機
器の整備並びにと畜検
査員・食鳥検査員の養
成が必要です。

項 目 現 状 と 課 題 施 策 の 方 向 具体的な取り組み 目標値( ) 担当課・室H19
現状値 目標値

【現状】 ・安全確保に関する自主管理の ①衛生講習会等を通じ、 衛生講 同左 薬事衛生課３）
・食品営業者は、営業施 強化促進を図るため、技術的 営業者等に対し、自主 習会開製造・加工施設に対
設に食品衛生責任者 助言・支援を実施するととも 検査の実施、製造記録 催回数する助言・支援の充 ２５）

264 260実強化 等を設置し、一般的衛 に、内部点検の実施等やＨＡ 等の記帳・保管、ＨＡ
生管理等の自主管理を ＣＣＰシステム等の衛生管理 ＣＣＰの概念に基づく 回 回
実施しています。 技術の普及を推進する。 衛生管理の実施の導入
・集団給食施設や大規模 について助言・支援を
製造施設に対しては、 行います。
ＨＡＣＣＰ の概念に１２）

基づいた衛生管理等の ②ＨＡＣＣＰに基づく衛 年間監 同左
助言・支援を行ってい 生管理を実施している 視施設

（製造・ます。 施設に対しては、製造 数
加工・販売施・平成１５年の食品衛生 工程等の危害分析等を
設含む）法改正により、食品営 し、営業者の衛生管理

業者は、製造記録の作 が適正かどうかを検証 15,50015,070
（ ）（ ）成・保存に努めなけれ する等その施設の自主 再掲 再掲

ばならない旨規定され 管理の支援をします。
ました。
【課題】
・食品営業者による自主
検査の実施、製造記録
等の記帳・保管等自主
管理が徹底されるよう
助言・支援する必要が
あります。
・製造加工施設に対して
ＨＡＣＣＰの概念に基

、づく衛生管理を導入し
一層の安全確保対策を
図るよう助言・支援す
る必要があります。



- 9 -

〇流通段階での安全確保

販売施設等の監視･指導、流通食品の検査を充実強化するとともに、関連業界と連携し、自主管理の促進を図る。

項 目 現 状 と 課 題 施 策 の 方 向 具体的な取り組み 目標値( ) 担当課・室H19
現状値 目標値

【現状】 ・流通・販売段階における安全 ①毎年策定する食品衛生 年間監 同左 薬事衛生課１）
・県内の販売施設につい を確保するために、監視・指 監視指導計画に、基本 視施設販売施設等に対する
ては、流通のグローバ 導を実施し、保存基準及び衛 方針の主旨を盛り込 数 環 境 生 活 総監視・指導の充実強 （ 製造・
ル化等により、輸入食 生的措置の遵守、表示の適正 み、計画的で効果的・ 務 課 （ 消 費化 加工・販売施
品や県外産の食品が多 化を推進する。 効率的な監視を行いま 生活室）設含む）
数出回っており、これ す。 15,50015,070

（ ）らの安全確保が必要で 再掲（再掲）
す。
・知事が委嘱した約４０

２０名の食品衛生推進員
により、食品の保存 ②食品衛生推進員による 立入施 同左６）

温度等の点検や食品衛 食品衛生法に基づく保 設数
3,275 3,200生法に基づく表示等に 存基準・表示等のチェ

ついてチェックを行っ ックを強化します。
ています。

、・監視・指導については
平成１５年の食品衛生 ③食品衛生推進員に対す 研修会 同左
法の改正により、毎年 る研修を実施します。 回数
度食品衛生監視指導計 ２０回 ２０回
画を策定し、計画に基
づき監視・指導をする ④新聞の折込広告の集中
こととなりました。 取締りなどを通じて、
【課題】 不当景品類及び不当表
・食品の安全確保を図る 示防止法 に基づく２７）

ためには、過去の不適 表示の適正化を推進し
食品の発生状況、食品 ます。
の取扱状況等を踏まえ
必要性の高い施設を優
先的に監視する等計画
的・効率的な監視指導

。をする必要があります
・食品衛生推進員の協力
を得て、食品の保存基
準及び衛生的措置基準
の遵守、仕入状況の記
録の作成及び保存の徹
底を推進する必要があ
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ります。
・食品衛生推進員に対す
る研修を実施する必要
があります。

項 目 現 状 と 課 題 施 策 の 方 向 具体的な取り組み 目標値( ) 担当課・室H19
現状値 目標値

【現状】 ・不適食品を市場から排除する ①県内に流通する食品の 食品検 同左 薬事衛生課２）
・輸入農産物を中心に残 ため、食品等の検査の充実強 安全性を図るため、流 査件数流通食品等に対する

製造・加工検査の充実強化 留農薬検査を実施して 化を推進する。 通拠点や販売店におけ (
・販売段階でいます。 る食品の収去検査を行
の 検 査 を 含・県内で水揚げされる魚 い、不適食品の排除に

介類の水銀、ＰＣＢの 努めます。 )む
1,250 1,250検査及び食品の規格基
（ ）（ ）準等の検査を実施して 再掲 再掲

います。 ②検査精度の維持管理の
【課題】 ため、検査機器の整備 研修会 同左
・輸入食品を含め県内に 並びに検査担当者の技 回数
流通する食品の安全確 術研修に努めます。 年２回 年１回

検査業務の保を図る必要がありま 再掲（ ）(
一部を外部委す。
託するため１・年々進歩する検査技術
回に減）等に対応できる検査機
（ ）器の整備並びに検査担 再掲

。当者の養成が必要です

項 目 現 状 と 課 題 施 策 の 方 向 具体的な取り組み 目標値( ) 担当課・室H19
現状値 目標値

【現状】 ・安全確保に関する自主管理の ①食品等事業者に対して 衛生講 同左 薬事衛生課３）
・食品営業者は、営業施 促進を図るため、技術的助言 食品の保存基準、施設 習会開販売施設等に対する
設に食品衛生責任者を ・支援を実施するとともに、 の衛生管理等の自主管 催回数助言・支援の充実強
設置し、一般的衛生管 内部点検の実施等を推進す 理ついて助言・支援を化

264 260理等の自主管理を実施 る。 行います。
（ ）（ ）しています。 再掲 再掲

・平成１５年の食品衛生 ②食品の仕入状況等の記
法改正により、食品営 録の作成・保存につい
業者は、仕入状況等の て助言・支援を推進し
記録の作成・保存に努 ます。
めなければならない旨
規定されました。
【課題】
・食品営業者による自主
管理が徹底されるよう
助言・支援する必要が
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あります。
・販売する食品等の仕入
状況等の記録を作成・
保存するよう普及する
必要があります。

○消費段階での指導・啓発

消費段階での安全確保を図るため、関係団体と連携し、食品衛生知識の普及を推進する。また、食は健康の源で
あることから、子どもから高齢者まで全ての年代において食育を推進する。

項 目 現 状 と 課 題 施 策 の 方 向 具体的な取り組み 目標値( ) 担当課・室H19
現状値 目標値

【現状】 ・食中毒等の発生を未然に防止 ①テレビスポットや県の ＴＶス 同左 薬事衛生課１）
・消費者に対し、テレビ するため、食品衛生に関する ホームページ等を通 ポット食品衛生知識の普及
スポットや健康福祉セ 正しい知識の普及・啓発を推 じ、食中毒警報の発令 等配信啓発
ンター便り等で食中毒 進する。 のほか、食品衛生につ 数
予防等について啓発活 いて消費者へ周知を図 ６０ ３０

(県のホーム動を行ったり、食品衛 ります。
ペ ー ジ を 活生協会 と連携し消費２８）

用）者との座談会や食品衛
生講習会を開催してい
ます。 ②関係部局・市町村等と 講習会 同左
・高温多湿が続く場合に 連携し、消費者に対し 等参加
は食中毒警報 を発 て講習会等により食中 者２９）

し、食品の取扱につい 毒予防・食品表示等食 人 人945 950
て一層の注意を呼びか 品衛生について啓発活
けています。 動を行います。
・本県は、人口比から見
て家庭での食中毒の発
生件数及び患者数が全
国平均より多い状況に
あります。
【課題】
・消費者に対する食品衛
生知識の普及啓発を強

。化する必要があります

項 目 現 状 と 課 題 施 策 の 方 向 具体的な取り組み 目標値( ) 担当課・室H19
現状値 目標値

【現状】 ・食の安全や食品表示に関する ①地域消費者問題研究協 環 境 生 活 総２）
・消費者団体が食品表示 深い知識を持ち、安全安心な 議会 等が行うセミ 務 課 （ 消 費消費者に対する啓発 ３０）
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や農薬等についての研 食品を選択できる消費者を育 ナー・研修会への支援 生活室）の推進
修会や講習会を開催し 成するため、研修会、講習会 を行います。
ています。 等を開催するとともに、消費
・生活情報紙「くらしの 者自身が主体となる学習活動 ②消費生活情報紙「くら くらし 同左
窓」で食の安全や表示 を促進していく。また、生活 しの窓」を発行し、県 の窓発
に関することについて 情報誌等を活用して消費者啓 内で全戸回覧します。 行部数

2 8 , 0 0 0 2 8 , 0 0 0情報提供しています。 発を推進する。
「くらしの窓」は県内 ③ホームページに食の安 部 部
全戸で回覧しています 全安心に関する情報を。
【課題】 迅速に掲載します。
・消費者団体の活動へ参
加する消費者は、特定
の性別・階層に偏る傾
向にあるので、より多
くの消費者が参加でき
るようにする必要があ
ります。
・食の安全・安心に関す
る情報をインターネッ
ト等を活用して迅速に
提供する必要がありま
す。

項 目 現 状 と 課 題 施 策 の 方 向 具体的な取り組み 目標値( ) 担当課・室H19
現状値 目標値

・各健康福祉センターへ ・各健康福祉センター、消費者 ①関係機関と連携し、食 薬事衛生課３）
寄せられる食品苦情・ センター、各農林振興センタ の安全に関する情報を食品関係相談窓口の
相談年間１００件前後 ー等の食品に関する苦情相談 収集し、相談者に適切 環 境 生 活 総充実
です。また、消費者セ 窓口を充実し、消費者の不安 に対応すると共に、専 務 課 （ 消 費
ンターに寄せられる食 ・不信の解消に努める。 門的な内容の相談につ 生活室）
の安全に関する相談や いては適切な機関の相
問合せについては、他 談窓口を紹介します。 生産振興課
の相談窓口を紹介した また、窓口に寄せられ
り、関連する情報を提 た相談等については
供するなどしています 「食の安全推進会議」。
【課題】 に情報提供するととも
・消費者からの相談等に に適宜分析し、必要に
対し適切に答え、不安 応じて情報を提供し不
解消に努める必要があ 安解消に努めます。
ります。
・どこに相談して良いか ②県ホームページに食の
わからない県民の方も 安全・安心に関するポ
多いのではないかと思 ータルサイトを開設
われます。 し、どこに相談すれば
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よいか分かるようにし
ます。

項 目 現 状 と 課 題 施 策 の 方 向 具体的な取り組み 目標値( ) 担当課・室H19
現状値 目標値

【現状】 ・保健体育科・家庭科などの教 ①健康教育 (学校保健） 年 保健体育課４） H 15 H17~19
年度学校保健学校教育における食 ・小学校の家庭科におけ 科や、特別活動、総合的な学 研修及び（学校給食） 度学校
研修受講品衛生知識の普及啓 る調理は加熱操作を繰 習の時間等において、食中毒 研修を通じて指導者の 保健研

り返し学習し、生の魚 の防止や食品の安全対策等に 資質向上に努めます。 修受講発
や肉は安全・衛生の面 ついての学習、調理などの実 校 全学校126
から中学校で扱います 習を行い、児童生徒に食品衛。
・高等学校においては保 生の基礎的知識を身につけさ

H 15 H17~19健で食品衛生法やＨＡ せるとともに、具体的な安全 ②学校給食の時間や「食 年
年度学校給食ＣＣＰ 方式について 行動ができるようにする。 の学習ノート 」等 度学校１２） ３ １ ）

研修受講も学習します。 の活用により、食品衛 給食研
【課題】 生に関する指導を児童 修受講
・賞味期限等の用語は早 生徒の実態に応じて積 全学校
期から指導する必要が 極的に行います。 校 給食実116
あります。 施校が
・食中毒の防止について 受講
も児童の実態に応じた
指導が必要です。

項 目 現 状 と 課 題 施 策 の 方 向 具体的な取り組み 目標値( ) 担当課・室H19
現状値 目標値

【現状】 ・食に関わる専門家や団体 ①地域全体で子どもの 検討会 同左 健康推進課５） 、
（各圏域３回食育の推進 ・平成 年度アンケート 食生活改善推進員などの 「食べる力」を育むた 開催回14
開催）調査によると、 歳児 ボランティアと連携し、 めの取り組みを推進す 数1.6

（各圏域２～では 、 歳児では 食を通じた心身の健康づ る中で子ども達の 食5.5% 3 「 」
３回開催）10.2%の児に朝食を欠食 くりについて意識啓発を を取り巻く現状や、食

する習慣がありました 図り、小児から高齢者ま 育 推進に係る課題 １６回 ２１回。 ３２）

・近年のライフスタイル でを通じた望ましい食習 を整理するための検討
の変化に伴い、子ども 慣の定着を促進する。 会を開催します。
達の起床、就寝時間は 研修会 同左

（全市町村開遅くなってきています ②地域で子ども達の食を 参加者。
催）・ 時以降に就寝する児 支える関係者の資質向 数22

（各圏域１回の割合は 歳児で 上をはかるために研修1.6
開催）35.9% 3 45.4%、 歳児で 会を開催します。

となっています。 名 名388 420
・島根県では糖尿病有病
者の減少などの行動目
標を掲げ健康長寿日本
一をめざして各種取り ③「食べる楽しさ」を知 取り組 同左
組みを展開しています り食材や食文化への関 み市町。
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・平成９年度基本健診結 心を高め、子どものこ 村数
果からの糖尿病の推計 ろからの好ましい食習 市 全市町1 2
患者数は男性では約 慣の定着をはかるため 町村 村
人、女性では約 の実践指導の場とし27,000
人となっていま て、モデル市町村にお18,000

す。 いて主に就学前の子ど
【課題】 もとその保護者を対象
・小児期からの好ましい に、地域でボランティ
食生活習慣の形成を目 ア活動を展開している

３３）指して、子どもの生活 食生活改善推進員
習慣の形成において影 による講習会等を開催
響の大きい保護者への します。
啓発を今後更に推進す
るとともに子ども達を
取り巻く様々な関係者

。の連携強化が必要です

【現状】 ・健康教育の一環として、 ①食に関する指導に当た 年 年 保健体育課H 14 H 19
・朝食を「毎日食べる」 学校教育の全教育活動を っては、学校栄養職員 度ＴＴ 度ＴＴ
児童生徒の割合は、全 通して、食に関する指導 をはじめ、学校給食調 による または
国平均に比べ高い状況 の充実を図ることにより 理員や郷土料理家を授 指導を 特別非、
です。 望ましい食習慣を身につ 業の指導者として招 実施し 常勤講
朝食を毎日とる児童 けさせるとともに、健や き、ティームティーチ た学校 師制度
平成１４年度島根県 かな心と体を育成する。 ング（ＴＴ） 等に の割合 の活用３４）

９６％ よる食に関する指導体
【課題】 制の充実を図ります。 ５４％ ％100
・朝食を「ほとんどとら

H 15 H17~19ない」という児童生徒 ②健康教育（学校給食） 年
年度学校給食がわずかながらいるこ 研修（小・中・特）を 度学校
研修受講とから、食に関する指 通して指導者の資質の 給食研

導を通して朝食の大切 向上を図ります。 修受講
さについても指導して 全学校
いきます。 ③ 食の学習ノート 校 給食実「 」３１） 116
・また、学校と家庭が連 等の活用により規則正 再掲 施校が（ ）
携を図り食生活の習慣 しい食生活の充実を図 受講

（ ）の確立を推進します。 ります。 再掲
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〇県民意見の反映と積極的な情報提供

県民意見を把握し、施策への反映を図るとともに、県民が食の安全に関する理解を深める環境づくりを推進するため、食に関する
情報の収集を図り、積極的な情報提供に努める。

項 目 現 状 と 課 題 施 策 の 方 向 具体的な取り組み 目標値( ) 担当課・室H19
現状値 目標値

【現状】 ・消費者団体との意見交換会等 ①食品の安全確保に関す 環 境 生 活 総１）
・食の安全安心確保に係 を実施し、消費者の意見を県 る施策等についてパブ 務 課 （ 消 費食に関する意見の聴
る基本方針の策定に当 施策に反映するよう努める。 リックコメト 等を 生活室）取 ３５）

たりパブリックコメン 通じ県民の意見を積極
トを実施し、個人・団 的に聴くよう努めま 薬事衛生課
体から意見が提出され す。、

。策定の参考にしました
・地域消費者問題研究協 ②消費者団体との意見交換
議会 の連絡会議を開 会等を実施し、出された３０）

催し、消費者の意見を 意見は「食の安全推進会
聴いています。 議」に情報提供をし、県
【課題】 施策に反映するよう努め
・より広範な県民から意 ます。
見を聴く工夫が必要で
す。

項 目 現 状 と 課 題 施 策 の 方 向 具体的な取り組み 目標値( ) 担当課・室H19
現状値 目標値

【現状】 ・食品による健康被害の発生時 ①食品による健康被害の 薬事衛生課２）
・食中毒が発生した場合 は 速やかな情報提供に努め 発生時は、ホームペー食に関する情報の積 、 、
には公表し、消費者へ 被害の拡大防止を図る。 ジに掲載するとともに極的提供
の情報提供、被害の拡 マスメディア等を通じ
大防止、意識の啓発を て情報を速やかに提供
図っています。 し、被害の拡大防止を
【課題】 図ります。
・食中毒発生時だけでは
なく、他の食品による
健康被害の発生時にも
速やかな情報提供が必
要です。

【現状】 ・消費者が安全な食品を選択す ①今後ホームページを充 環 境 生 活 総
・食の安全に関する問題 るための情報の収集を行い、 実させ、食の安全に関 務 課 （ 消 費
が発生した際には、情 ホームページに掲載するとと する広範囲な情報を提 生活室）
報を収集し、ホームペ もに、マスメディア等を通じ 供します。
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ージに掲載したり、マ て的確な情報を迅速に提供す
スメディア等を通じて る。 ②今後も消費生活情報誌
迅速に提供しています 「くらしの窓」を発行。
【課題】 し、県内で全戸回覧し
・ホームページを随時閲 ます。
覧しない・閲覧できな
い県民が情報を得るこ
とができる方法を考え
る必要があります。
【現状】 ・農作物生産に関する情報開示 ①農林水産物の生産・流 ﾄﾚｰｻﾋﾞ 同左 生産振興課３）

実施生事業者自らの情報公 ・消費者にとって農林水 を推進する。 通情報が遡及でき、そ ﾘﾃｨ
産物がどのように生産 ・魚介類等の出荷時における表 の情報が開示できるト 林業課開の促進 産者数
され、流通しているか 示（生産者・生産海域・消費 レーサビリティシステ ０ 1 , 7 0 0
分からないことから、 期限・保存方法等）の徹底に ム の導入支援とシス 名 水産課４）

（ ）（ ）食品の安全性について よる情報提供を促進する。 テム構築のための体制 再掲 再掲
の信頼が揺らいでいま 整備への支援を行いま
す。 す。
【課題】
・農林水産物がどのよう
に生産され、流通する
のか消費者に伝達でき

。るシステムが必要です



- 17 -

用語の解説

１）
＜ＪＡＳ法＞
「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律」の略称。食料品などについて規格や表示のルールを定めることにより、
消費者が正しい情報を得て、安心して食料品などを購入できるようにするとともに、良い商品を消費者に届けようとする生産者の努
力が報いられるようにすることを目的とする法律。
２）
＜エコファーマー＞
知事から化学肥料・化学農薬を減らし、地域資源を活用した土づくりに基づく農業生産の方式に関する「導入計画」の認定を受け
た農業者の愛称。
３）
＜エコロジー農産物推奨制度＞
エコファーマーが、堆肥等を用いて環境にやさしい土づくりを行い、化学農薬や化学肥料の使用料を一般の栽培の半分以下に抑え
て生産した農産物を知事が推奨する制度。
４）
＜トレーサビリティシステム＞
スーパー等に並んでいる食品がいつ・どこで・どのように生産流通されたか、また、農家の使用農薬歴などの生産者情報等につい
て消費者が把握できる仕組みのこと。
「青果ネットカタログ（ＳＥＩＣＡ 」の事例）
・商品情報はＳＥＩＣＡの画面上で生産者みずから入力、登録する。
・登録がすむとＳＥＩＣＡの登録商品毎に８桁の「カタログナンバー」が自動発行されるので 「カタログナンバー」が記載され、
たラベルと商品に貼って出荷する。
・消費者は「カタログナンバー」により 「生産物情報（農薬等の使用状況など 「生産者情報 「出荷情報」を検索、閲覧す、 ）」、 」、
ることが出来る。

５）
＜ＢＳＥ＞
牛海綿状脳症の略語。牛の感染症の一つで、異常プリオンの経口摂取によって脳に障害をきたし、行動異常や運動障害などの症状
を現し死に至る。ヒトが感染した場合変異型クロイツフェルト・ヤコブ病を発症するといわれており、日本では平成１３年に初めて
牛での発生が確認された。
６）
＜高病原性鳥インフルエンザ＞
Ａ型インフルエンザのうち、鶏に対し神経症状、呼吸器症状、消化器症状を引き起こし、その多くを死に至らせる感染症で、特に
急性で感染力が強く致死率が高いものをいう。感染した鶏との接触によりまれにヒトに感染することがあるが、鶏肉、卵を食べてヒ
トに感染した例は報告されていない。日本では平成１６年に７９年ぶりに鶏で発生が確認された。
７）
＜薬剤耐性菌発現問題＞
昭和５２年頃からヒトの感染症に対して薬剤が効きにくくなったといわれるようになり、原因の一つとして、家畜に投与された抗
生物質が畜産物に影響を与え、その畜産物をヒトが摂取することで起こるのではないかと考えられているもので、因果関係は明確に
されていない。
８）
＜家畜伝染病予防法＞
家畜の伝染性疾病の発生を予防し、まん延を防止することにより、畜産の振興を図ることを目的とする法律。
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９）
＜薬事法＞
医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療用具の品質、有効性及び安全性の確保のために必要な規制を行うとともに、医療上特にその
必要性が高い医療品及び医療用具の研究開発の促進のために必要な措置を講ずることにより、保健衛生の向上を図ることを目的とす
る法律。
１０）
＜飼料安全法＞
「飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律」の略称。飼料及び飼料添加物の製造等に関する規制、飼料の公定規格の設定
及びこれによる検定等を行うことにより、飼料の安全性の確保及び品質の改善を図り、もって公共の安全の確保と畜産物等の生産の
安定に関与することを目的とする法律。
１１）
＜ＢＳＥ法＞
「牛海綿状脳症対策特別措置法」の略称。牛海綿状脳症（ＢＳＥ）の発生を予防し、及びまん延を防止するための特別の措置を定
めること等により、安全な牛肉を安定的に供給する体制を確立し、もって国民の健康の保護並びに肉用牛生産及び酪農、牛肉に係る
製造、加工、流通及び販売の事業、飲食店営業等の健全な発展を図ることを目的とする法律。
１２）
＜ＨＡＣＣＰ＞
安全な食品をつくるための新しい高度な衛生管理手法のこと。食品の製造加工工程において発生する可能性のある危害を予め分析

Hazard Analysis Critical Controlし( )、この結果を基に衛生管理をするとともに、その中で特に重点的に監視する必要がある重要管理点(
)を定め、その工程を連続的に管理することにより製品の安全性を保証する方法。Point

１３）
＜モニタリング検査＞
食品の細菌検査や有害物質の残留状況等について、無作為に抽出検査を行って、実態を把握すること。

１４）
＜牛肉トレーサビリティ制度＞
「牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法」に基づき、牛の個体識別番号により牛肉の生産から流通・消費
の各段階における情報を正確に伝達するための制度。
１５）
＜腸炎ビブリオ菌＞

不衛生な魚介類を、刺身など生で食べることで、腸炎ビブリオ菌による食中毒が発生する。この細菌は、海水程度の塩分を好み、
夏季の高水温期に沿岸海域で活発に増殖し、近海でとれる魚介類から検出される。

１６）
＜ノロウイルス＞
ヒトに感染して嘔吐や下痢などを伴う急性胃腸炎を引き起こす代表的なウイルス。通常、冬季を中心に多発し、集団発生しやすい
ことが特徴。ウイルスに汚染された食べ物や飲み物を口にすることで食中毒を起こしたり、ヒトからヒトへ感染する場合がある。
１７）
＜殺菌冷海水供給装置＞
海水を紫外線で殺菌し、０℃まで冷却した「殺菌冷海水」を製造・貯水する装置で 「殺菌冷海水」を使用することで漁獲物の衛、
生管理や鮮度保持に効果がある。
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１８）
＜大量調理施設衛生管理マニュアル＞
集団給食施設・弁当屋等同一メニューを１回３００食以上又は１日７５０食以上を提供する施設における食中毒を予防するため
、 、 、 。に ＨＡＣＣＰの概念に基づき 調理過程における重要管理事項として ①原材料受入及び下処理段階における管理を徹底すること
②加熱調理食品については、中心部まで十分加熱し、食中毒菌を死滅させること。③加熱調理後の食品及び非加熱調理食品の二次汚
染防止を徹底すること。④食中毒菌が付着した場合に菌の増殖を防ぐため、原材料及び調理後の食品の温度管理を徹底すること。
等を示したもの。
１９）
＜食品衛生法＞
食品の安全性の確保のために公衆衛生の見地から必要な規制その他の措置を講ずることにより、飲食に起因する衛生上の危害の発
生を防止し、もって国民の健康の保護を図ることを目的とする法律。
２０）
＜健康増進法＞
国民の健康の増進の総合的な推進に関し基本的な事項を定めるとともに、国民の栄養の改善その他の国民の健康の増進を図るため
の措置を講じ、もって国民保健の向上を図ることを目的とする法律。
２１）
＜食品衛生監視員＞
食品衛生法に基づき、厚生労働大臣や都道府県知事等から任命された職員で、営業施設や食品衛生に関する衛生監視指導、流通食
品の収去検査、食中毒調査及び再発防止の指導等を業務とする者。
２２）
＜食品表示指導員＞
「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律（ＪＡＳ法 」に基づいて食品表示の適正化を図るため、食品販売店等を）
巡回して点検指導を行う嘱託職員で、県下に２名（県庁生産振興課、浜田農林振興センター）配置している。
２３）
＜業務管理（ＧＬＰ）＞
食品検査の信頼性を確保するために導入されたシステム。平成８年の食品衛生法の改正により、保健所・保健環境科学研究所など
の地方公共団体の食品衛生検査施設に義務付けられた。食品検査施設における設備、試薬の保管、検査項目ごとの標準作業手順、検
査の精度管理、検体の保管などについて具体的に規定したもの。食品検査が適正に実施されることで常に正しい結果が出される仕組
みを確立し、これを維持、継続する仕組みを作り上げることを目的としている。
２４）
＜収去検査＞
食品衛生法等に基づいて、都道府県知事等が必要と認めた場合は食品衛生監視員により、製造・販売または営業上使用する食品、
添加物、器具等を無償で持ち帰り、規格基準等に合っているかどうか検査することができる。
２５）
＜食品衛生責任者＞
飲食店等食品に関する営業を行うときは、営業者は施設ごとに食品衛生責任者を置かなければなりません。食品衛生責任者は、衛
生講習会等を受講し衛生知識を習得し、営業施設全般における衛生基準、衛生管理業務等を行い、従業員の監督、品質管理、営業者
への助言勧告を行うことを業務としている。
２６）
＜食品衛生推進員＞
食品衛生法に基づき、食品等事業者の食品衛生の向上に関する自主的な活動を促進するため、食品衛生の向上に熱意と識見を有す
る人のうちから、知事が食品衛生推進員として委嘱しています。食品衛生推進員は、都道府県等の施策に協力し、食品等事業者から
の相談に応じたり、助言等を行う。
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２７）
＜不当景品類及び不当表示防止法＞
商品及び役務の取引に関する不当な景品類及び表示による顧客の誘引を防止するため、公正な競争を確保し一般消費者の利益を保
護することを目的とする法律。
２８）
＜食品衛生協会＞
食品営業者を会員とする全国組織で 「飲食に起因する中毒、感染症及びその他の危害の発生を防止し、食品の質の向上を図り、、
食品関係営業者及び消費者に対し広く食品衛生思想の普及啓発を行い、もって公衆衛生の増進に寄与すること」を目的に、食品衛生
指導員による自主管理活動等各種事業を行っている。
２９）
＜食中毒警報＞
島根県では、食中毒が発生しやすい気象条件になった場合に、食品営業者や住民に対して食中毒発生予防を目的に発令する。
（基 準）
気温３０℃、相対湿度７０％を超える状態が相当時間続くと思われる場合。
（有効期間）
４８時間有効とし、その後は自然解除

３０）
＜地域消費者問題研究協議会＞
生活が豊かになり、消費生活が大きく変化する中、様々な消費者被害が多発しだした。これら消費者被害から身を守ろうと消費者
自ら立ち上がり、各市町村ごとに消費者問題研究協議会が組織され、消費者自らが勉強会等を開催したり、情報交換等をしている。
３１）
＜食の学習ノート＞
島根県教育委員会が作成した食に関する指導のための小学生用学習教材。小学校６年間を持ち上がり活用する。

３２）
＜食育＞
自分で自分の健康を守り、健全で豊かな食生活を送る力（身体によい食品を選ぶことができる力・おいしい味がわかる力・食を楽
しむ力）を育て、食を通じて人生を心豊かに力強く生き抜く力を身につけること。
３３）
＜食生活改善推進員＞
生活習慣病（ガン、脳卒中、心臓病など）の増加や子どもの食の「心の健康」への影響等毎日の食生活の重要性が言われている。
そこで、どんな食事を取ればいいのか、食生活の改善方法や毎日の料理について、住民の相談に応じたり地域ぐるみでの食生活改善
を推進する人で市町村単位に組織されている。
３４）
＜ティームティーチング（ＴＴ）＞
個を活かし、個をのばす教育を行うために、一斉指導に加えて、適宜個別指導、グループ指導を導入したり学級の枠を超えて学習
集団を弾力的に編成したりするなど、複数の教師がそれぞれ専門個性を生かし、協力して指導計画や学習指導案の作成、教材教具の
開発、評価などを行いながら、分担・協力をして指導する方法である。
３５）
＜パブリックコメント＞

、 。行政機関などの意志決定過程において広く住民に素案を公表し それに対して出された意見・情報を考慮して意志決定を行う制度


